
対　象：創業後５年未満の個人事業主の方で株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立を予定されている方
内　容：設立の登録免許税が半額になります。
条　件：本所に１カ月以上かつ３回以上のご相談を受けている方
　　　　※条件を満たす必要から、できるだけお早目のご相談をお奨めします。

法人設立の登録免許税が半額に !

小規模事業者
持続化補助金

事業計画を一緒に作成し、
販路開拓のための補助金獲得に向けて共に取り組みます！

＝小規模事業者持続化補助金＝（前回公募時の概要です。詳細については、予算成立後に発表される公募要領等でご確認ください）
【補助対象】常時使用する従業員が 20 人以下 ( 商業・サービス業は 5 人以下 ) の小規模事業者
【補助上限額】○上限 50 万円　　【補助率】補助対象経費の 2/3 以内
　　　　　　 ○上限 100 万円　( 雇用増加、従業員の処遇改善、買い物弱者対策等に取り組む場合 )

〜事業計画作成セミナーを
開催します〜

小規模事業者持続化補助金への公募には「経営計
画書（事業計画）」作成が求められます。本所では「事
業計画作成セミナー」を開催いたします。是非、ご
参加ください！※4コースとも同じ内容です。

コース名 開催日程（会場はいずれも岡崎商工会議所）
Aコース 10月３日（月）　午前10時～午後５時

Bコース 10月７日（金）・11日（火）・14日（金）各午後６時45分～午後８時45分

Cコース 10月15日（土）　午前10時～午後５時

Dコース 10月21日（金）　午前10時～午後５時

小規模事業者のみなさまの販路開拓や生産性向上にお役立ていただく「小規模事業者持続化補助金」が閣議決定
しました。10月頃には予算が成立する予定です。

伝統木組みによる木造建築の販路開拓
㈲かとう建築事務所　加藤正彦 氏　加藤由里子 氏

　奥殿町字石飛75番地　☎45-7212
当社は、奥殿町の建築事務所です。木造部門では地域の無垢の木を使い、
職人による伝統木構法を用いた、手作りの木組みによる木造建築の設計企画
をしています。伝統木構法は長い年月を経て日本の気候、風土に合い、地震

にも対応するように、継承改良されてきた世界に比類のない高度な職人力のいる構法で、時が経つにつれて
風格が増す本物の価値ある建物です。わが社では伝統的な建築法に基づいた木造建築の設計企画と発展に取
り組んできましたが、この地域ではあまり進んでいないというのが現状です。そこで、一般に広くPRする
ために、イベントなどの販促活動を行うことにしました。
前回小規模事業者持続化補助金の申請をするために、商工会議所に相談しました。経営計画書の作成から
申請書の作り方まで一緒に考えてくれました。経営計画を作成することで考えが整理され、今後の行動計画
が明確になりました。この計画に沿って、販促活動を行い、お客様の獲得につなげたいと考えています。

マル経融資のご案内 無担保・無保証人・低利・信用保証料不要
◆マル経融資は小規模事業者の強い味方

マル経融資は、経営改善のために必要な小規模
事業者の皆様の事業資金を、商工会議所の推薦に
より無担保・無保証人・低利（信用保証料も不要）
で日本政策金融公庫より融資するものです。

融資限度額 2,000 万円

返 済 期 間
運転資金 ７年以内 （据置１年以内）

設備資金10 年以内 （据置２年以内）

利　　　率 年１.３％ （９月26日現在）

○お客様のご要望に合わせた設備の導入のため、 
　マル経融資を利用しました。

梅森自動車㈱　梅森博章 氏
☎ 23-1624

広幡町にて50年以上、自動車鈑金（整
備・車検など）や新車・中古車販売を
経営しています。今回、作業効率の向
上を図るため、マル経融資で老朽化し
た修理設備を新しくしました。今後も
お客様のご要望にお応えし、身近でお

気軽に安心してご相談いただけるカーサービスに取り
組んでまいります。
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相談所だより 本ページのお問合せは中小企業相談所　☎53−6500へ


